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10月28日（金）第64回愛媛県青少年赤十字研究会を、本校を会場とし

て開催しました。当日は県下各地からだけでなく、他県からの参加者も

ありました。本校は「つながりを大切にしながら、主体的に学び合う児

童の育成」を研究主題として２年間取り組んできました。当日、２年活

科「まちのすてきをつたえたい」、６年国語科「みんなで楽しく過ごす

ために」の授業を公開し、対話を重視した活動の工夫の実践を見ていた

だきました。 

そして、分科会を行ったり、全体会でこの２年間の取組や成果、課題

等について発表、協議したりしました。国際理解コーディネーターの中

矢匡氏を講師として、講演も行われました。 

 

青少年赤十字の活動は、子どもたちが「人道」の精神に基づき、日常生活の中

での実践活動を通じて、いのちと健康を大切に、地域社会や世界のために奉仕

し、世界の人々との友好親善の精神を育成することを目的としています。「健

康・安全」「奉仕」「国際理解・親善」の実践目標、「気づき」「考え」「実行

する」の態度目標があります。 

なお今年は、青少年赤十字創立１００周年の記念すべき年にあたります。 

一本松小学校では、以前からこの青少年赤十字（ＪＲＣ）活動が盛んで、家庭や地域といっし

ょになったボランティア活動等が継続されてきました。この２年間の取組では、新型コロナウ

イルスの影響で、交流活動が大きく制限されてきましたが、子どもたちが生み出した「ちょボ

ラ（ちょっとしたボランティア）」など、できることを計画的に実行してきました。一人一人の

行動や全校的な活動、地域と一体となった実践を通して、子どもたちの意識の中にもＪＲＣの

理念が育ってきていると感じています。 

 

この研究会終了後にも早速、11月４日（金）には赤

十字クリーン活動を下校時にそれぞれの地区で行いま

した。一緒に活動してくださった御家族、地域の皆様、

どうもありがとうございました。 

これからも青少年赤十字活動に取り組んでいきま

す。引き続き御支援、御協力くださいますようよろし

くお願いいたします。 
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          陸上の活躍の様子は、ホームページで！ 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

１日（木）赤い羽根共同募金回収日 

５日（月）５年第２回県学力診断調査 

８日（木）学期末懇談会 消防クラブ定期活動 

９日（金）学期末懇談会 

 5・6年薬物乱用防止教室 

12日（月）クラブ活動 

15日（木）校内マラソン大会※ 

16日（金）マラソン大会予備日 

※校内マラソン大会は今年度、午前8：30～10：00

の予定で行います。詳細は案内状で御確認くださ

い。 

16日（金）学校医嶋本先生講話 

18日（日）愛南町スポ少サッカー大会 

19日（月）シェイクアウトえひめ 清掃反省会 

     松の子会議 

20日（火）スマイルあいさつデー 登校指導 

清掃班長会 

23日（金）２学期終業式 

28日（水）閉庁日 

24日（土）～１月８日（日）冬休み 

１月９日（月）🎌成人の日 

１月10日（火）３学期始業式 

 

愛媛県陸上運動記録会 
11月14日（月）、ニンジ 

ニアスタジアムで愛媛県小 

学校陸上運動記録会が行わ 

れました。一本松小学校か 

ら、男子の60m走、100m走、走り幅跳び、

400mリレー、女子の100m走、ソフトボール投

げ、400mリレーに計10名の選手が出場しまし

た。６年のＴくんが選手宣誓の大役を見事に

務めました。そして、全員がそれぞれの種目

に最後まで全力でチャレンジしました。 

10人のがんばりに拍手を送ります。 

第４回学校運営協議会（学校保健員会） 
11月８日（火）、第４回学校運営協議会（学校保

健委員会）を小中合同で行いました。テーマは「IT

メディア使用の実態と課題」でした。パソコン、ス

マホ、ゲーム機、テレビ等の身近なITメディアは、

今、児童生徒の生活に大きな影響を与えています。

学校と家庭でできることについて小グループで話し

合い、全体で考えました。「視力など保健面の指導

は学校で」「時間の管理は家庭で」などの意見の

他、「ITメディアには良い面もあるが、課金の問題

やゲーム障害を招くこともある。」などの話も出さ

れました。 

御家庭での生活を 

見直す一助になれば 

と思います。詳しく 

は保健だより「アイ 

リス」を御一読くだ 

さい。 

「差別をなくする強調月間」です。考えてみませんか？  

11月11日（金）から愛媛県では「差別をなくする強調月間」が始まってい 

ます。県では、一人一人の人権意識の高揚を図ることを目標にしていますが、 

本校でもしっかり考えていきます。 

① いじめをなくすために・・・いじめをなくすためには「傍観者をなくす 

こと」という原則があります。周りでいじめを知っていて、スルーするこ 

と、何もしないことは、いじめている加害者側に立つことになります。加 

害者はもちろん、傍観者をつくらない学校、学級づくりを目指します。 

②「権利」と「義務」について・・・小学校には、中学、高校のように明記 

されたいわゆる「校則」はありません。しかし、校則がないからと言って、何でも自由にできる訳で

はありません。個人の「人権」は尊ばれ、「自由」も法律で保障されています。しかし、そのために

は「義務」も存在しています。一方的に「自由」のみ主張することに陥らず、考えをしっかり持って

行動してほしいと思います。 

  

 

11月26日（土）13:00～、校区別人権・同和教育懇談会（参観日）です。ぜひ御参観ください。 

 


